
日医発第 2103 号（地域） 

令 和 ７ 年 ３ 月 １ １ 日 

 都道府県医師会 
担 当 理 事 殿 

 
公益社団法人日本医師会    

                           常任理事 今 村 英 仁 
（公印省略）  

 
令和６年度補正予算「重点医師偏在対策支援区域における  
診療所の承継・開業支援事業」の実施について  

 

時下ますますご清栄のこととお慶び申し上げます。 

ご承知の通り、昨年１２月に厚生労働省において「医師偏在の是正に向けた

総合的な対策パッケージ」が策定されました（医師偏在対策に関するとりまと

めは令和６年１２月２３日付日医発第 1634 号(地域)の文書をもって送付済）。

同パッケージの「経済的インセンティブ」として、「診療所の承継・開業・地

域定着支援」を緊急的に先行して実施することとなっており、今般「重点医師

偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業」の実施要綱が発出さ

れました。 

本事業は、今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保で

きず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを「重点

医師偏在対策支援区域」（以下「支援区域」）と設定した上で、支援区域におい

て診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、設備整

備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体制を確

保することを目的とするものです。 

 

今後、各都道府県において、支援区域及び支援対象医療機関等を定めた「先

行的な医師偏在是正プラン」の策定を行うこととなります（厚生労働省への提

出期限は５月３０日）。地域医療対策協議会、保険者協議会での議論が必要と

なりますので、貴会におかれましては、今後のスケジュール等について、都道

府県行政と協議のほどよろしくお願い申し上げます。 

 

＜留意事項＞  
・  本事業の対象は、都道府県が定める「重点医師偏在対象支援区域」にお

いて、承継又は開業する診療所であって、都道府県の地域医療対策協議

会及び保険者協議会で支援対象として合意を得た診療所です。  
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・  厚生労働省から示されている支援区域候補（109 地域）はあくまでも参考

であり、地域の実情に応じて、医師偏在指標、可住地面積あたり医師

数、住民の医療機関へのアクセス、診療所医師の高齢化率、地域住民の

医療のかかり方、今後の人口動態等を考慮して、地域医療対策協議会及

び保険者協議会で協議して選定することとされています（市区町村単

位、地区単位等でも選定可能）。  
・  支援の内容は①施設整備、②設備整備、③地域への定着支援となってい

ます。補助率等はパワーポイント資料をご参照ください。今回お送りす

るのは、②設備整備の交付要綱（案）ですが、①施設整備及び③地域へ

の定着支援についても、準備ができ次第示される予定です。（いずれの事

業も５月３０日が締め切りですが、申請状況を踏まえて２次募集が行わ

れる予定です）  
・  本事業の募集の流れについては、都道府県によって異なりますので、都

道府県とご協議ください。（例えば「地対協・保険者協議会で区域を決め

てから診療所の募集（手上げ）を行い、その後改めて地対協・保険者協

議会で決定する」、「診療所の募集を行い、地対協・保険者協議会で区域

と診療所を併せて決定する」などが想定される）  
・  補助金を受けて整備した施設の取扱いなど、本会から厚生労働省に確認

した内容が Q＆A にまとめられていますので、併せてご参照ください。  
 

＜送付資料＞  
・  「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業の実

施について」（実施要綱）（都道府県知事宛通知）  
・  パワーポイント資料「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承

継・開業支援事業について（概要）」  
・  「令和７年度医政局所管補助事業に係る事業計画書等の提出について」  

（事務連絡、様式）  
・  医療施設等設備整備費補助金交付要綱（案）、新旧対照表（案）  
・  日本医師会からの照会に対する回答（Q&A）  

 
 

  



 

医政発 0 3 0 5 第 1 3 号 

令 和 ７ 年 ３ 月 ５ 日 

 

 

各都道府県知事 殿 

 

 

厚生労働省医政局長  

（ 公 印 省 略 ）  

 

 

 

重点医師偏在対策支援区域における 

診療所の承継・開業支援事業の実施について 

 

 

 

 標記については、別添「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・

開業支援事業実施要綱」を定め、令和７年３月５日から適用することとしたの

で通知する。 

 なお、貴管下関係者に対しては、貴職からこの旨通知されたい。 
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重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業実施要綱 

 

 

１．目的 

今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人

口減少よりも医療機関の減少のスピードの方が早い地域などを重点医師偏在

対策支援区域（以下単に「支援区域」という。）と設定した上で、支援区域に

おいて診療所を承継又は開業する場合に、当該診療所に対して、施設整備、

設備整備、一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供

体制を確保することを目的とする。 

 

２．事業の実施主体 

  都道府県が定める支援区域において、承継又は開業する診療所であって、

都道府県の地域医療対策協議会及び保険者協議会で支援対象として合意を得

た診療所の開設者とする。 

 

３．事業内容 

支援区域において、承継又は開業する診療所の施設・設備整備及び地域へ

の定着に対する支援を行う。 

  ①施設整備事業 

    診療所の運営に必要な診療部門（診察室、処置室等）や、診療部門と

一体となった医師・看護師住宅の整備費 

   （注）施設整備事業は、承継・開業の一定期間後に採算性が見込まれる

診療所を想定しており、診療圏の人口が 10年後に 2,000人程度を下

回る見込みの診療所を支援対象とする場合は、へき地医療拠点病院

からの巡回診療、オンライン診療等による対応も含め、地域医療対

策協議会及び保険者協議会で協議する。 

②設備整備事業 

    診療所の運営に必要な医療機器等の購入費 

③地域への定着支援事業 

診療所を承継又は開業する場合の地域への定着に必要な経費 

 

４．支援区域の設定 

  都道府県において、厚生労働省が提示する候補区域を参考としつつ、地域

の実情に応じて、医師偏在指標、可住地面積あたり医師数、住民の医療機関

へのアクセス、診療所医師の高齢化率、地域住民の医療のかかり方、今後の

人口動態等を考慮して、地域医療対策協議会及び保険者協議会で協議して選

定する。 

支援区域は、二次医療圏単位のほか、地域の実情に応じて、市区町村単位、

地区単位等で選定できることとする。 

 

５．先行的な医師偏在是正プランの策定 

都道府県において、承継・開業支援事業を実施するため、支援区域及び支

援対象医療機関等を定めた、先行的な医師偏在是正プランを策定する。 
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【厚生労働省が提示する候補区域】 

候補区域は、以下のいずれかに該当する区域とする。 

①各都道府県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏 

②医師少数県の医師少数区域 

③医師少数区域かつ可住地面積当たりの医師数が少ない二次医療圏 

（全国で下位１／４） 

 

 

候補区域の一覧（109区域） 

 
 

 



2021年4月1日
重点医師偏在対策支援区域における

診療所の承継・開業支援事業について（概要）



重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業

【事業概要】
①施設整備事業【36.2億円】
診療所の運営に必要な診療部門（診察室、処置室
等）等の整備に対する補助を行う。

②設備整備事業【20.4億円】
診療所の運営に必要な医療機器の整備に対する補助
を行う。

③地域への定着支援事業【45.1億円】
診療所を承継又は開業する場合に、一定期間の地域
への定着支援を行う。

【実施主体】
・ 支援区域内で承継又は開業する診療所であって、都
道府県の地域医療対策協議会及び保険者協議会で支
援対象として合意を得た診療所

※都道府県において、先行的な医師偏在是正プランを策定（承継・開業支
援に係る支援区域、支援対象医療機関等）

２ 事業の概要 ３ 補助基準額等

①施設整備事業

②設備整備事業

診療部門
・無床の場合 160㎡
・有床の場合（５床以下） 240㎡
・有床の場合（６床以上） 760㎡

診療部門と一体となった医師・看護師住宅 80㎡

基準面積

国1/3 都道府県1/6 事業者1/2補助率

診療所として必要な医療機器等購入費 16,500千円基準額
（１か所当たり）

国1/3 都道府県1/6 事業者1/2補助率

③地域への定着支援事業
診療日数（129日以下）

6,200千円＋（71千円×実診療日数） 等
基準額

国4/9 都道府県2/9 事業者1/3補助率

今後も一定の定住人口が見込まれるものの、必要な医師を確保できず、人口減少よりも医療機関の減少のスピードの
方が早い地域などを重点医師偏在対策支援区域と設定した上で、支援区域において診療所を承継又は開業する場合に、
当該診療所に対して、①施設整備、②設備整備、③一定期間の地域への定着支援を行うことにより、地域の医療提供体
制を確保することを目的とする。

１ 事業の目的
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令和６年度補正予算 101.6億円



重点医師偏在対策支援区域の考え方

○ 都道府県において、厚生労働省が提示した候補区域を参考としつつ、地域の実情に応じ
て、医師偏在指標、可住地面積あたり医師数、住民の医療機関へのアクセス、診療所医師
の高齢化率、地域住民の医療のかかり方、今後の人口動態等を考慮して、地域医療対策協
議会及び保険者協議会で協議して、「重点医師偏在対策支援区域」を選定する。

○ 当該区域については、二次医療圏単位のほか、地域の実情に応じて、市区町村単位、地
区単位等も考えられる。

【厚生労働省が提示する候補区域】
①各都道府県の医師偏在指標が最も低い二次医療圏
②医師少数県の医師少数区域
③医師少数区域かつ可住地面積当たりの医師数が少ない二次医療圏（全国で下位1/4）
のいずれかに該当する区域
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【参考】重点医師偏在対策支援区域の候補区域（109区域）

都道府県 二次医療圏 都道府県 二次医療圏 都道府県 二次医療圏 都道府県 二次医療圏 都道府県 二次医療圏

北海道 南檜山 宮城県 仙南 群馬県 桐生 長野県 飯伊 山口県 柳井

北海道 北渡島檜山 宮城県 大崎・栗原 群馬県 太田・館林 長野県 木曽 山口県 長門

北海道 南空知 宮城県 石巻・登米・気仙沼 埼玉県 利根 岐阜県 西濃 徳島県 西部

北海道 北空知 秋田県 県北 埼玉県 北部 岐阜県 飛騨 香川県 小豆

北海道 日高 秋田県 県南 埼玉県 秩父 静岡県 賀茂 愛媛県 八幡浜・大洲

北海道 富良野 山形県 最上 千葉県 山武長生夷隅 静岡県 富士 高知県 幡多

北海道 宗谷 山形県 庄内 千葉県 君津 静岡県 中東遠 福岡県 京築

北海道 北網 福島県 県南 東京都 島しょ 愛知県 西三河北部 佐賀県 西部

北海道 遠紋 福島県 相双 神奈川県 県西 愛知県 東三河北部 長崎県 県南

北海道 釧路 福島県 いわき 新潟県 下越 三重県 東紀州 熊本県 宇城

北海道 根室 福島県 会津・南会津 新潟県 県央 滋賀県 甲賀 大分県 西部

青森県 八戸地域 茨城県 日立 新潟県 中越 京都府 丹後 宮崎県 都城北諸県

青森県 西北五地域 茨城県 常陸太田・ひたちなか 新潟県 魚沼 大阪府 中河内 宮崎県 延岡西臼杵

青森県 上十三地域 茨城県 鹿行 新潟県 上越 兵庫県 丹波 宮崎県 西諸

青森県 下北地域 茨城県 取手・竜ヶ崎 新潟県 佐渡 奈良県 西和 宮崎県 西都児湯

岩手県 岩手中部 茨城県 筑西・下妻 富山県 砺波 和歌山県 新宮 宮崎県 日向入郷

岩手県 胆江 茨城県 古河・坂東 石川県 能登北部 鳥取県 中部 鹿児島県 出水

岩手県 両磐 栃木県 県北 福井県 奥越 島根県 雲南 鹿児島県 曽於

岩手県 気仙 栃木県 県西 福井県 丹南 島根県 大田 鹿児島県 熊毛

岩手県 釜石 群馬県 渋川 山梨県 峡東 岡山県 高梁・新見 鹿児島県 奄美

岩手県 宮古 群馬県 伊勢崎 長野県 上小 岡山県 真庭 沖縄県 宮古

岩手県 久慈 群馬県 吾妻 長野県 上伊那 広島県 尾三
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重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業
補助対象・補助基準額等（案）

補助率１か所当たり基準額補助対象補助先

国 １／３
都道府県 １／６
事業者 １／２

16,500,000円○診療所として必要な医療機器等購入費都道府県
（間接補助：重点医師偏在
対策支援区域において承
継・開業する診療所）

②設備整備事業

補助率基準額補助対象補助先

国 ４／９
都道府県 ２／９
事業者 １／３

１か所当たり次により算出された額

（１）
①診療日数《１日～129日》
6,200,000円＋（71,000円×実診療日数）

②診療日数《130日～259日》
6,200,000円＋（77,000円×実診療日数）

③診療日数《260日以上》
6,200,000円＋（87,000円×実診療日数）

（２）訪問看護による加算額
25,000円×訪問看護日数

○診療所の運営に必要な次に掲げる経費
・職員基本給
・職員諸手当
・非常勤職員手当
・報償費
・旅費（研究費に計上したものを除く。）
・備品費（単価50万円未満に限る。）
・消耗品費
・材料費
・印刷製本費
・通信運搬費
・光熱水料
・借料及び損料
・社会保険料
・雑役務費
・委託費

都道府県
（間接補助：重点医師偏在
対策支援区域において承
継・開業する診療所）

③地域への定着支援事業

未定稿

（注）施設整備事業は、承継・開業の一定期間後に採算性が見込まれる診療所を想定しており、診療圏の人口が10年後に2,000人程度を下回る見込みの診療所を支援対象とする場合は、
へき地医療拠点病院からの巡回診療、オンライン診療等による対応も含め、地域医療対策協議会及び保険者協議会で協議する。

補助率１㎡当たり補助単価補助対象補助先

国 １／３
都道府県 １／６
事業者 １／２

鉄筋コンクリート ： 198,300円
ブロック ： 172,500円
木造 ： 198,300円

○診療部門の整備費
・無床診療所の場合 ： 160㎡
・有床診療所の場合（５床以下） ： 240㎡
・有床診療所の場合（６床以上） ： 760㎡

○診療部門と一体となった医師・看護師住宅の整備費
・医師住宅 ： 80㎡
・看護師住宅 ： 80㎡

都道府県
（間接補助：重点医師偏在
対策支援区域において承
継・開業する診療所）

①施設整備事業

１㎡当たり補助単価は、
物価高騰を反映して見直す予定



事 務 連 絡 

令和７年３月６日 

  

各都道府県衛生主管部（局） 御中 

 

 

厚生労働省医政局医療経理室 

 

 

令和７年度医政局所管補助事業に係る事業計画書等の提出について 

 

日頃より、補助金業務の円滑な運営にご協力いただきありがとうございます。 

標記について、各都道府県から提出された事業計画書等に基づき、効果的・効率的な

配分、迅速な執行を予定しています。 

つきましては、下記のとおり事業計画書等の提出期限等をお知らせしますので、ご対

応方よろしくお願いいたします。 

 

記 

 

１ 事業計画書等の提出を依頼する事業 

  提出期日：令和７年４月 25 日（金） 

ただし、重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業に係る提出

期限は、令和７年５月 30日（金）とする。 

補助金名 うち募集対象外事業 

（１）医療施設等 設備 整備費補助金 

（令和７年度当初予算分） 

（20）遠隔 ICU体制整備促進事業

（21）新興感染症対応力強化事業（協

定締結医療機関設備整備事業） 

（22）重点医師偏在対策支援区域にお

ける診療所の承継・開業支援事業 

（２）医療施設等 設備 整備費補助金 

（令和６年度補正予算分） 

※（20）遠隔 ICU体制整備促進事業 

（21）新興感染症対応力強化事業（協定

締結医療機関設備整備事業） 

（22）重点医師偏在対策支援区域におけ

る診療所の承継・開業支援事業 

のみ 

 

 



２ 提出資料 

（１）、（２）医療施設等 設備 整備費補助金 

・令和７年度医療施設等設備整備費補助金事業計画総括表 

・令和７年度（令和６年度からの繰越分）医療施設等設備整備費補助金事業計画総

括表（※遠隔 ICU体制整備促進事業、新興感染症対応力強化事業（協定締結医療

機関設備整備事業）、重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支

援事業のみ） 

・設備整備事業概要（個別様式 様式１～22） 

 

３ 留意事項 

（１）今回送付する交付要綱は案となっていますので、今後変更となる可能性がござい

ます。取り扱いにはご留意頂きますようにお願い致します。（県 web サイト等での

一般公開はお控えください）。 

 

（２）提出書類の作成においては、今回送付する様式を使用してください。また、（間

接）補助事業者への参考資料の提出依頼は必要最低限とするようお願いいたします。 

 

（３）政府全体で予算の早期執行に取り組んでいるところでありますが、一部の都道府

県からの書類の提出が遅れると全体の執行スケジュールが遅れることになります

ので、提出期日は厳守してください。また、間接補助事業者となり得る管内の施設

等に対してもその旨、周知をお願いいたします。 

 

（４）繰越予算である令和６年度補正予算分を活用する際は、令和７年度で確実に事業

を終了させてください。 

 

（５）事業計画策定に当たっては、関係法令、実施要綱及び交付要綱等を遵守し、疑義

については、事前に担当者に照会をしてください。 

 

【補助金担当者】  

医療施設等 設備 整備費補助金・・・浦  

【メールアドレス】 isei-kessan01@mhlw.go.jp  

※ 引き続きメールでの照会にご協力ください 

 



様式１－22（１）

事業区分：重点医師偏在対策支援区域における承継・開業支援事業

重点医師偏在対策支援区域における承継・開業支援事業 実施計画（先行的な医師偏在是正プラン）

支援対象医療機関

支援の内容 市町村の追加支援等

施設整備 設備整備 定着支援

病床数 整備面積
金額

（千円）
医師・看護師宿

舎
整備面積

金額
（千円）

導入機器・台数
金額

（千円）
年間診療
日数

金額
（千円）

支援の有無 具体的な内容

1

2

3

4

5

（※１）当該様式は、医療施設等施設整備費補助金、医療施設等設備整備費補助金、医療施設運営費等補助金における「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業」の共通様式とします。

（※２）支援対象医療機関は、令和７年度中に承継・開業する見込みの診療所を記載してください。

選定過程診療所名 事業区分
（承継・開業）

支援対象医療機関に選定した理由支援区域 承継・開業
予定年月日

標榜診療科



様式１－22（２）

事業区分：重点医師偏在対策支援区域における承継・開業支援事業

重点医師偏在対策支援区域における承継・開業支援事業 実施計画（先行的な医師偏在是正プラン）

重点医師偏在対策支援区域

1

2

3

4

5

（※）当該様式は、医療施設等施設整備費補助金、医療施設等設備整備費補助金、医療施設運営費等補助金における

   「重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業」の共通様式とします。

区域 区域に選定した理由 選定過程



（案） 

 
- 1 - 

厚 生 省 発 医 第 １ １ ７ 号 
昭 和 ５ ４ 年 ７ 月 ２ ７ 日 
最終改正厚生労働省発医政 0806第８号 

令 和 ○ 年 ○ 月 ○ 日 

 

 

医療施設等設備整備費補助金交付要綱 

 

（通 則） 

１ 医療施設等設備整備費補助金については、予算の範囲内において交付するものとし、

補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律（昭和３０年法律第１７９号）、補

助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律施行令（昭和３０年政令第２５５号）

及び厚生労働省所管補助金等交付規則（平成１２年厚生省

労働省
令第６号）の規定によるほ

か、この交付要綱の定めるところによる。 

 

（交付の目的） 

２ この補助金は、へき地医療の確保、臨床研修医の研修環境の充実等を図ることを目

的とする。 

 

（交付の対象） 

３ この補助金は、次の事業を交付の対象とする。ただし、東京都及び川崎市が設置す

る設備の整備事業（(13)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)、(19)、(20)、(21)、(22)、

過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第２０条

第１項第１号から第３号及び離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第１０条第１項

第１号から第３号までに基づき実施する事業を除く。)については、交付の対象としな

いものとする。 

 

（１）へき地診療所設備整備事業 

平成１３年５月１６日医政発第５２９号厚生労働省医政局長通知「へき地保健医

療対策事業等について」（以下「へき地保健医療対策等実施要綱」という。）に基

づき実施する次の事業とする。 

ア 都道府県が行うへき地診療所（国民健康保険直営診療所を含む。（以下同じ。））

の設備整備事業 

イ 次に掲げる者が行うへき地診療所の設備整備事業に対して都道府県が補助す

る事業 

(ア)市町村等（地方独立行政法人、特別区及び地方公共団体の組合を含む。以下

同じ。）(イ)日本赤十字社(ウ)社会福祉法人恩賜財団済生会 

(エ)全国厚生農業協同組合連合会(オ)社会福祉法人北海道社会事業協会 

(カ)その他厚生労働大臣が適当と認める者 
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（２）へき地患者輸送車（艇）整備事業 

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業とする。 

ア 都道府県が行う患者輸送車、患者輸送艇及び患者輸送用雪上車の整備事業 

イ 次に掲げる者が行う患者輸送車、患者輸送艇及び患者輸送用雪上車の整備事

業に対して都道府県が補助する事業 

(ア)市町村等(イ)日本赤十字社(ウ)社会福祉法人恩賜財団済生会 

(エ)全国厚生農業協同組合連合会(オ)社会福祉法人北海道社会事業協会 

ウ 都道府県知事の指定を受けたへき地医療拠点病院、へき地診療所又は都道府県

知事の判断に基づき事業を実施する病院及び診療所の開設者が行う患者輸送車、

患者輸送艇及び患者輸送用雪上車の整備事業に対して都道府県が補助する事業 

エ 豪雪地帯対策特別措置法（昭和３７年法律第７３号）第２条第２項の規定に

基づく指定区域内に所在するへき地診療所（へき地診療所施設整備費補助金の交

付を受けて設置した診療所及び国民健康保険直営診療所をいう。）の開設者が行

う医師往診用小型雪上車の整備事業に対して都道府県が補助する事業 

 

（３）へき地巡回診療車（船）整備事業 

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業とする。 

ア 都道府県が行う巡回診療車、巡回診療用雪上車、巡回診療船及び歯科巡回診

療車の整備事業 

イ 社会福祉法人恩賜財団済生会が行う巡回診療船の整備事業（ただし、巡回診

療を二以上の都道府県の区域にわたって行う場合に限る。） 

ウ 次に掲げる者が行う巡回診療車、巡回診療用雪上車、巡回診療船及び歯科巡

回診療車の整備事業に対して都道府県が補助する事業 

(ア)市町村等(イ)日本赤十字社(ウ)社会福祉法人恩賜財団済生会（ただし、イに

掲げる場合を除く。）(エ)全国厚生農業協同組合連合会(オ)社会福祉法人北海道

社会事業協会 

エ 都道府県知事の指定を受けたへき地医療拠点病院又は要請を受けた病院又は

診療所の開設者が行う巡回診療車、巡回診療用雪上車､巡回診療船及び歯科巡回

診療車の整備事業に対して都道府県が補助する事業 

 

（４）離島歯科巡回診療用設備整備事業 

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき、都道府県が行う離島歯科診療班派

遣事業に必要な歯科医療機器の整備事業 

 

（５）過疎地域等特定診療所設備整備事業 

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業とする。 

ア 都道府県が行う過疎地域等特定診療所の医療機器整備事業 

イ 市町村等が行う過疎地域等特定診療所の医療機器整備事業に対して都道府県



（案） 
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が補助する事業 

（６）沖縄医療施設設備整備事業 

一般疾病の診断、治療を行う医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３１条の規

定する都道府県、市町村等及びその他厚生労働大臣の定める者(以下｢公的団体｣と

いう。)が設立する沖縄県内に所在する病院の医療機器整備事業 

 

（７）奄美群島医療施設設備整備事業 

一般疾病の診断、治療を行う鹿児島県立大島病院の医療機器整備事業 

 

（８）へき地保健指導所設備整備事業 

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業とする。 

ア 都道府県が行うへき地保健指導所の設備整備事業 

イ 市町村等が行うへき地保健指導所の設備整備事業に対して都道府県が補助す

る事業 

 

（９）へき地医療拠点病院設備整備事業 

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業とする。 

ア 都道府県が行うへき地医療拠点病院の医療機器整備事業 

イ 都道府県知事から指定を受けた病院の開設者が行うへき地医療拠点病院の医

療機器整備事業に対して都道府県が補助する事業 

 

（10）遠隔医療設備整備事業 

平成１３年４月２６日医政発第４８４号厚生労働省医政局長通知「地域医療の充

実のための遠隔医療補助事業の実施について」に基づき実施する次の事業とする。 

ア 都道府県が行う遠隔医療設備整備事業 

イ 市町村等、厚生労働大臣の認める者が開設する医療施設が行う遠隔医療設備

整備事業に対して都道府県が補助する事業 

 

（11）臨床研修病院支援システム設備整備事業 

平成１６年３月３１日医政発第0331018号厚生労働省医政局長通知「臨床研修病

院支援システム設備整備事業の実施について」に基づき私立医科大学附属病院又は

臨床研修病院の開設者（都道府県、市町村等、独立行政法人国立病院機構、国立高

度専門医療研究センター及び国立健康危機管理研究機構を除く。）が開設する医療

施設が行う臨床研修病院支援システム設備整備事業 

 

（12）へき地・離島診療支援システム設備整備事業 

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業とする。 

ア 都道府県が行うへき地・離島診療支援システム設備整備事業 

イ 次に掲げる者が行うへき地・離島診療支援システム設備整備事業に対し、都
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道府県が補助する事業 

（ア)市町村等(イ)日本赤十字社（ウ)社会福祉法人恩賜財団済生会 

（エ)全国厚生農業協同組合連合会（オ)社会福祉法人北海道社会事業協会 

（カ)その他厚生労働大臣が適当と認める者 

 

（13）離島等患者宿泊施設設備整備事業 

「へき地保健医療対策等実施要綱」に基づき実施する次の事業とする。 

ア 都道府県が行う離島等患者宿泊施設設備整備事業 

イ 次に掲げる者が行う離島等患者宿泊施設設備整備事業に対し、都道府県が補

助する事業 

（ア)市町村等(イ)日本赤十字社（ウ)社会福祉法人恩賜財団済生会 

（エ)全国厚生農業協同組合連合会（オ)社会福祉法人北海道社会事業協会 

（カ)その他厚生労働大臣が適当と認める者 

 

（14）産科医療機関設備整備事業 

平成２１年４月１日医政発第０４０１００７号厚生労働省医政局長通知「産科医

療確保事業の実施について」に基づき実施する次の事業とする。 

ア 都道府県が行う産科医療機関設備整備事業 

イ 次に掲げる者が行う産科医療機関設備整備事業に対し、都道府県が補助する

事業 

（ア)市町村等(イ)日本赤十字社（ウ)社会福祉法人恩賜財団済生会 

（エ)全国厚生農業協同組合連合会（オ)社会福祉法人北海道社会事業協会 

（カ)その他厚生労働大臣が適当と認める者 

 

（15）分娩取扱施設設備整備事業 

平成２１年４月１日医政発第０４０１００７号厚生労働省医政局長通知「産科医

療確保事業の実施について」に基づき実施する次の事業とする。 

ア 都道府県が行う分娩取扱施設設備整備事業 

イ 次に掲げる者が行う分娩取扱施設設備整備事業に対し、都道府県が補助する

事業 

（ア)市町村等(イ)日本赤十字社（ウ)社会福祉法人恩賜財団済生会 

（エ)全国厚生農業協同組合連合会（オ)社会福祉法人北海道社会事業協会 

（カ)その他厚生労働大臣が適当と認める者 

 

（16）ICTを活用した産科医師不足地域に対する妊産婦モニタリング支援設備整備事業 

平成２１年３月３０日医政発第０３３００１１号厚生労働省医政局長通知「周産期

医療対策等事業の実施について」に基づき実施する次の事業 

ア 都道府県が行うICTを活用した産科医師不足地域に対する妊産婦モニタリング支

援設備整備事業 
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イ 厚生労働大臣が適当と認める者が行うICTを活用した産科医師不足地域に対する

妊産婦モニタリング支援設備整備事業に対して都道府県が補助する事業 

 

（17）解剖・死亡時画像診断等設備整備事業 

平成２２年３月３１日医政発０３３１第１７号厚生労働省医政局長通知「死亡時画

像診断システム等整備事業の実施について」に基づき実施する次の事業とする。 

ア 都道府県が行う解剖・死亡時画像診断等設備整備事業 

イ 次に掲げる者が行う解剖・死亡時画像診断等設備整備事業に対し、都道府県

が補助する事業 

（ア)市町村等(イ)その他厚生労働大臣が適当と認める者 

 

（18）実践的手術手技向上研修実施機関設備整備事業 

平成３０年３月３０日医政発０３３０第６号厚生労働省医政局長通知「実践的な

手術手技向上研修設備整備事業の実施について」に基づき実施する次の事業とする。 

ア 都道府県が行う実践的手術手技向上研修実施機関設備整備事業 

イ 次に掲げる者が行う実践的手術手技向上研修実施機関設備整備事業に対し、

都道府県が補助する事業 

（ア) 市町村等(イ)その他厚生労働大臣が適当と認める者 

 

（19）在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業 

平成３１年２月１３日医政発０２１３第１０号厚生労働省医政局長通知「在宅人工 

呼吸器使用者非常用電源整備事業の実施について」に基づき実施する次の事業とす 

る。 

ア 都道府県が行う在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業 

イ 市町村、厚生労働大臣の認める者が開設する医療施設が行う在宅人工呼吸 

器使用者非常用電源整備事業に対して都道府県が補助する事業 

 

（20）遠隔ICU体制整備促進事業 

昭和５２年７月６日医発第６９２号厚生労働省医政局長通知「救急医療対策事業実

施要綱」に基づき実施する次の事業とする。 

ア 都道府県が行う遠隔ICU体制整備促進事業 

イ 厚生労働大臣が適当と認める者が行う遠隔ICU体制整備促進事業に対して都道府

県が補助する事業 

 

（21）新興感染症対応力強化事業（協定締結医療機関設備整備事業） 

令和６年３月１日医政発0301第２号厚生労働省医政局長通知「新興感染症対応力強

化事業の実施について」に基づき、感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関

する法律（平成10年法律第114号）第36条の３第１項に規定する医療措置協定を締結

する病院、診療所の開設者が実施する次の事業とする。 
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ア 都道府県が行う新興感染症対応力強化事業（協定締結医療機関設備整備事業） 

イ 病院、診療所の開設者が行う新興感染症対応力強化事業（協定締結医療機関設備

整備事業）に対し、都道府県が補助する事業 

 

（22）重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業 

令和７年３月５日医政発0305第13号厚生労働省医政局長通知「重点医師偏在対策支

援区域における診療所の承継・開業支援事業の実施について」に基づき実施する次の

事業とする。 

ア 都道府県が行う重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業 

イ 診療所の開設者が行う重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支

援事業に対し、都道府県が補助する事業 

なお、ア又はイの診療所に市町村が主体的に追加支援等を行う場合は国の採択の際に

配慮する。 

 

（交付額の算定方法） 

４ この補助金の交付額は、次の（１）から（６）により算出された額とする。ただし、

施設ごとに算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、これを切捨て

るものとする。 

 

（１）３ 交付の対象事業のうち次に掲げる事業 

（１）ア 都道府県が行うへき地診療所設備整備事業 

（２）ア 都道府県が行うへき地患者輸送車（艇）整備事業 

（３）ア及びイ 都道府県等が行うへき地巡回診療車（船）整備事業 

（４）離島歯科巡回診療用設備整備事業 

（５）ア 都道府県が行う過疎地域等特定診療所設備整備事業 

（６）沖縄医療施設設備整備事業 

（７）奄美群島医療施設設備整備事業 

（８）ア 都道府県が行うへき地保健指導所設備整備事業 

（９）ア 都道府県が行うへき地医療拠点病院設備整備事業 

（10）ア 都道府県が行う遠隔医療設備整備事業 

（11）臨床研修病院支援システム設備整備事業 

（12）ア 都道府県が行うへき地・離島診療支援システム設備整備事業 

（13）ア 都道府県が行う離島等患者宿泊施設設備整備事業 

（14）ア 都道府県が行う産科医療機関設備整備事業 

（15）ア 都道府県が行う分娩取扱施設設備整備事業 

（16）ア 都道府県が行うICTを活用した産科医師不足地域に対する妊産婦モニタリン

グ支援設備整備事業 

（17）ア 都道府県が行う解剖・死亡時画像診断等設備整備事業 

（18）ア 都道府県が行う実践的手術手技向上研修実施機関設備整備事業 
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（19）ア 都道府県が行う在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業 

（20）ア 都道府県が行う遠隔ICU体制整備促進事業 

（21）ア 都道府県が行う新興感染症対応力強化事業（協定締結医療機関設備整備事 

業） 

（22）ア  都道府県が行う重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支 

援事業 

ア 次の表の第２欄に定める種目ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定め

る対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。 

イ アにより選定された額の合計額と、総事業費から寄附金その他の収入額を控

除した額とを比較して少ない方の額に第５欄に掲げる補助率を乗じて得た額の

合計額を交付額とする。 

 

（２）３ 交付の対象事業のうち次に掲げる事業 

（２）ウ 都道府県が補助するへき地患者輸送車（艇）整備事業 

（３）エ 都道府県が補助するへき地巡回診療車（船）整備事業 

（９）イ 都道府県が補助するへき地医療拠点病院設備整備事業 

（21）イ 病院、診療所の開設者が行う新興感染症対応力強化事業（協定締結医療機関 

設備整備事業）に対し、都道府県が補助する事業 

ア 次の表の第２欄に定める種目ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定め

る対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する。 

イ アにより選定された額の合計額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除

した額と都道府県が補助した額とを比較して最も少ない額に第５欄に掲げる補

助率を乗じて得た額の合計額を交付額とする。 

 

（３）３ 交付の対象事業のうち次に掲げる事業 

（５）イ 都道府県が補助する過疎地域等特定診療所設備整備事業 

ア 次の表の第２欄に定める種目について、第３欄に定める基準額と第４欄に定

める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する｡ 

イ アにより選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額に４分の３を乗じて得た額と都道府県が補助した額と

を比較して少ない方の額に３分の２を乗じて得た額の合計額を交付額とする。 

 

（４）３ 交付の対象事業のうち次に掲げる事業 

（１）イ 都道府県が補助するへき地診療所設備整備事業 

（２）イ及びエ 都道府県が補助するへき地患者輸送車（艇）整備事業 

（３）ウ 都道府県が補助するへき地巡回診療車（船）整備事業 

（８）イ 都道府県が補助するへき地保健指導所設備整備事業 

（10）イ 都道府県が補助する遠隔医療設備整備事業 

（12）イ 都道府県が補助するへき地・離島診療支援システム設備整備事業 



（案） 

 
- 8 - 

（14）イ 都道府県が補助する産科医療機関設備整備事業 

（15）イ 都道府県が補助する分娩取扱施設設備整備事業 

（16）イ 厚生労働大臣が適当と認める者が行うICTを活用した産科医師不足地域に対

する妊産婦モニタリング支援設備整備事業に対して都道府県が補助する事業 

（17）イ 都道府県が補助する解剖・死亡時画像診断等設備整備事業 

（18）イ 都道府県が補助する実践的手術手技向上研修実施機関設備整備事業 

（19）イ 都道府県が補助する在宅人工呼吸器使用者非常用電源整備事業 

（20）イ 都道府県が補助する遠隔ICU体制整備促進事業 

ア 次の表の第２欄に定める種目について、第３欄に定める基準額と第４欄に定

める対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する｡ 

イ アにより選定された額の合計額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除

した額とを比較して少ない方の額に第５欄に掲げる補助率を乗じて得た額と都

道府県が補助した額とを比較して少ない方の額の合計額を交付額とする。 

 

（５）３ 交付の対象事業のうち次に掲げる事業 

（13）イ 都道府県が補助する離島等患者宿泊施設設備整備事業 

ア 次の表の第２欄に定める種目ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定め

る対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する｡ 

イ アにより選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額に３分の２を乗じて得た額と都道府県が補助した額と

を比較して少ない方の額に２分の１を乗じて得た額の合計額を交付額とする。 

 

（６）３ 交付の対象事業のうち次に掲げる事業 

（22）イ 都道府県が補助する重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・ 

開業支援事業 

ア 次の表の第２欄に定める種目ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定め

る対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する｡ 

イ アにより選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額に２分の１を乗じて得た額と都道府県が補助した額（ア

により選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比

較して少ない方の額の２分の２から２分の１の範囲とする）とを比較して少ない

方の額に３分の２を乗じて得た額を交付額とする。 
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１区分 ２ 種 目 ３ 基 準 額 ４ 対 象 経 費 ５補助率 ６下限額 

診
療
所 

へ
き
地 

医療機器整備
費 

１か所当たり 
16,500千円 

へき地診療所として必
要な医療機器購入費 

２分の１ 
(ただし、
沖縄県に
あっては
４分の
３) 
 

1品につき 
250,000円 

(ただし､沖縄県
にあっては､ 

375,000円） 

へ 
き 
地 
患 
者 
輸 
送 
車 

(艇) 

患者輸送車 (1) マイクロバ
スの場合 

１台当たり 
2,829千円 

(2) ワゴン車の
場合 

１台当たり 
1,474千円 

 

患者輸送用マイクロバ
ス、又はワゴン車等の
購入費 

２分の１ 

－ 

患者輸送艇 １隻当たり 
10,198千円 

 

患者輸送艇購入費 
－ 

患者輸送用雪
上車 

１台当たり 
8,543千円 

 

患者輸送用雪上車購入 
費 － 

医師往診用小
型雪上車 

１台当たり 
440千円 

 

医師往診用小型雪上車 
購入費 

－ 

へ 
き 
地 
巡 
回 
診 
療 
車 

(船) 

巡回診療車 １台当たり 
1,426千円 

巡回診療用自動車及び
診療車に積載する医療
機械器具購入費 
 

２分の１ 

－ 

巡回診療用雪
上車 

１台当たり 
4,241千円 

巡回診療用雪上車及び
診療用雪上車に積載す
る医療機械器具購入費 
 

－ 

巡回診療船 １隻当たり 
9,081千円 

(中型の場合は
１隻につき 

24,982千円) 
 

巡回診療用船舶建造費
及び診療船に積載する
医療機械器具購入費 

－ 

歯科巡回診療
車 

１台当たり 
20,000千円 

歯科巡回診療用自動車
及び診療車に積載する
歯科医療機械器具購入
費 
（例）歯科用ユニット、

デジタルX線装
置、オートクレ
ーブ、歯科用コ
ンプレッサー、
その他診療に必
要な機械器具 

 

－ 
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１区分 ２ 種 目 ３ 基 準 額 ４ 対 象 経 費 ５補助率 ６下限額 

診
療
用
設
備 

離
島
歯
科
巡
回 

遠隔型離島用
設備 
 
 

１班当たり 
1,870千円 

離島歯科巡回診療に必
要な歯科医療機械器具
購入費 

２分の１ 1品につき 
50,000円 

近接型離島用
設備 
 
 

１班当たり 
1,100千円 

1品につき 
50,000円 

定
診
療
所
設
備 

過
疎
地
域
等
特 

医療機器整備
費 
 
 
 
 
 

１か所当たり 
16,500千円 

過疎地域等特定診療所
として必要な医療機器
購入費 

２分の１ 1品につき 
50,000円 

施
設
設
備 

沖
縄
医
療 

医療機器整備
費 
 
 
 

厚生労働大臣の
必要と認める額 

病院として必要な医療
機器の備品購入費 

４分の３ 1品につき 
225,000円 

療
施
設
設
備 

奄
美
群
島
医 

医療機器整備
費 
 
 
 
 

厚生労働大臣の
必要と認める額 

病院として必要な医療
機器の備品購入費 

２分の１ 

－ 

指
導
所
設
備 

へ
き
地
保
健 

保健師用自動
車 
 
 
 
 

１台当たり 
478千円 

保健師用自動車購入費 ３分の１ 
(ただし、
沖縄県に
あっては
２分の
１) 

－ 

点
病
院
設
備 

へ
き
地
医
療
拠 

医療機器整備
費 
 

１か所当たり 
55,000千円 

へき地医療拠点病院と
して必要な医療機器購
入費 
 

２分の１ １品につき 
250,000円 

歯科医療機器
等整備費 
 

１か所当たり 
27,500千円 

へき地医療拠点病院と
して必要な歯科医療機
器等購入費 
 

１品につき 
50,000円 
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１区分 ２ 種 目 ３ 基 準 額 ４ 対 象 経 費 ５補助率 ６下限額 

遠
隔
医
療
設
備 

遠隔医療設備
整備費 

１か所当たり、次
に掲げる額の合
計額とする。 
 
１ 遠隔病理診断 
(1) 支援側医療

機関 
4,598千円 

(2) 依頼側医療
機関 
14,198千円 

 
２ 遠隔画像診断

及び助言 
(1) 支援側医療

機関 
16,390千円 

(2) 依頼側医療
機関 
14,855千円 

 
３ 遠隔手術指導 

5,580千円 
 

４ オンライン診
療装置 

2,660千円 
 

遠隔医療の実施に必要
なコンピュータ及び付
属機器等の購入費 

２分の１ １か所につき 
150,000円 

臨
床
研
修
病
院
支
援
シ
ス
テ
ム
設
備 

情報通信機器 １か所当たり 
 
１ 支援側医療機

関 
7,857千円 

 
２ 依頼側医療機

関 
7,857千円 

(ただし、支援側、
依頼側のいずれ
か一方が他方を
含む整備を行
い、かつ、他方
に機器を貸与す
る場合は、１と
２の合算額とす
ることができ
る。) 

 

臨床病理検討会（ＣＰ
Ｃ）の適切な開催に必
要な画像伝送・受信シ
ステム、テレビ会議シ
ステム及び附属機器等
の購入費 

２分の１ 

－ 
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１区分 ２ 種 目 ３ 基 準 額 ４ 対 象 経 費 ５補助率 ６下限額 

へ
き
地
・
離
島
診
療
支
援
シ
ス
テ
ム
設
備 

情報通信機器 １か所当たり 
 
１ 支援側医療機

関 
7,857千円 

 
２ 依頼側医療機

関 
7,857千円 

(ただし、支援側、
依頼側のいずれ
か一方が他方を
含む整備を行
い、かつ、他方
に機器を貸与す
る場合は、１と
２の合算額とす
ることができ
る。) 

 

へき地・離島における
診療支援に必要な画像
伝送・受信システム、
テレビ会議システム及
び附属機器等の購入費 

２分の１ 

－ 

施
設
設
備 

離
島
等
患
者
宿
泊 

初度設備費 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

１室当たり 
233千円 

(ただし、８室を
上限とする。) 

離島等患者宿泊施設の
初度設備に必要な備品
購入費 

３分の１ 

－ 

機
関
設
備 

産
科
医
療 

医療機器整備
費 
 
 
 

１か所当たり 
17,035千円 

産科医療機関として必
要な医療機器購入費 

２分の１ 1品につき 
100,000円 

施
設
設
備 

分
娩
取
扱 

医療機器整備
費 
 
 
 

１か所当たり 
17,035千円 

分娩取扱施設として必
要な医療機器購入費 

２分の１ 1品につき 
100,000円 
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１区分 ２ 種 目 ３ 基 準 額 ４ 対 象 経 費 ５補助率 ６下限額 

対
す
る
妊
産
婦
モ
ニ
タ
リ
ン
グ
支
援
設
備 

I
C
T

を
活
用
し
た
産
科
医
師
不
足
地
域
に 

情報通信機器 １か所当たり 
 
１ 支援側医療機

関（周産期母子
医療センター
等） 
 20,000千円 

 
２ 依頼側医療機

関（分娩施設
等） 
 10,000千円 

 
 

ICTを活用した産科医
師不足地域に対する妊
産婦モニタリング支援
の実施に必要なサーバ
ー、モニタ、ディスプ
レイ等の購入費 

２分の１ 

－ 

診
断
等
設
備 

解
剖
・
死
亡
時
画
像 

医療機器等整
備費 

１か所当たり 
 
１ 死亡時画像診

断室整備の場
合 

37,180千円 
 

２ 解剖室等設備
の場合 
 53,700千円 

 

死因究明のための解剖
や死亡時画像診断、薬
毒物検査の実施に必要
な設備及び医療機器購
入費（解剖台、薬物検
査機器、CT、MRI等) 
 

２分の１ 

－ 

研
修
実
施
機
関
設
備 

実
践
的
手
術
手
技
向
上 

医療機器等整
備費 

１か所当たり 
71,191千円 

実践的手術手技向上研
修実施機関として必要
な医療機器等購入費 

２分の１ 

－ 

非
常
用
電
源
整
備
事
業 

在
宅
人
工
呼
吸
器
使
用
者 

簡易自家発電
装置等整備費 

１台あたり212千
円 

停電時に貸し出せる簡
易自家発電装置等の購
入費 

２分の１ 

－ 
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１区分 ２ 種 目 ３ 基 準 額 ４ 対 象 経 費 ５補助率 ６下限額 

促
進
事
業 

遠
隔I

C
U

体
制
整
備 

情報通信機器 １か所当たり 
 
１ 支援側医療機

関 
120,000千円 

 
２ 依頼側医療機

関 
60,000千円 

遠隔ICU体制の整備に
必要なデータセンタ
ー、データシステム構
築費用及び附属機器等
の購入費 

２分の１ 

－ 

（
協
定
締
結
医
療
機
関
設
備
） 

新
興
感
染
症
対
応
力
強
化
事
業 

病床確保に係
る協定締結医
療機関 
 
 

(1) 簡易陰圧装
置の場合 
1 病床当たり 

4,320 千円 
 
(2) 検査機器

（PCR 検査装
置、等温遺伝
子増幅装置）
の場合 
1台当たり 

9,350千円 
 
(3) 簡易ベッド

の場合 
1 台当たり 

51,400円 
 

病床確保に係る協定締

結医療機関として必要

な簡易陰圧装置、検査

機器（PCR 検査装置、等

温遺伝子増幅装置）、

簡易ベッドの購入費 
 

２分の１ 

－ 

発熱外来に係

る協定締結医

療機関 

(1) 検査機器 

（PCR 検査装

置、等温遺伝

子増幅装置）

の場合 

1 台当たり 

9,350 千円 

 

(2) 簡易ベッド

の場合 

1 台当たり 

51,400 円 

 

(3) HEPA フィル

ター付き空

気清浄機（陰

圧対応可能

なものに限

る。）の場合 

1 か所当た

り 

905 千円 
 

発熱外来に係る協定締

結医療機関として必要

な検査機器（PCR 検査装

置、等温遺伝子増幅装

置）、簡易ベッド、HEPA

フィルター付き空気清

浄機（陰圧対応可能な

ものに限る。）の購入

費 

 

２分の１ 

－ 



（案） 

 - 15 - 

１区分 ２ 種 目 ３ 基 準 額 ４ 対 象 経 費 ５補助率 ６下限額 

診
療
所
の
承
継
・
開
業
支
援
事
業 

重
点
医
師
偏
在
対
策
支
援
区
域
に
お
け
る 

医療機器等整
備費 
 

１か所当たり 

16,500 千円 

 

診療所として必要な医
療機器等購入費 

３分の１ 

－ 
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（交付決定の下限） 

５ ３の事業について、４により１品又は１か所につき算出された額が、４の表の第６

欄に定める下限額に満たない設備については、交付決定を行わないものとする。 

 

（交付の条件） 

６ この補助金の交付の決定には、次の条件が付されるものとする。 

（１）事業に要する経費の配分の変更（それぞれの区分の配分額のいずれか低い額の１

０％以内の変更を除く。）を要する場合は、速やかに厚生労働大臣の承認を受けな

ければならない。 

 

（２）事業の内容の変更（ただし、軽微な変更を除く。）をする場合には、速やかに厚

生労働大臣の承認を受けなければならない。 

 

（３）事業を中止し、又は廃止する場合には、速やかに厚生労働大臣の承認を受けなけ

ればならない。 

 

（４）事業が予定の期間内に完了しない場合又は事業の遂行が困難となった場合には、

速やかに厚生労働大臣に報告しその指示を受けなければならない｡ 

 

（５）事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５０万円（民間団体にあって

は３０万円）以上の機械、器具及びその他の財産については、補助金等に係る予算

の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働

大臣が別に定める期間を経過するまで、厚生労働大臣の承認を受けないでこの補助

金の交付の目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、担保に供し、又は廃

棄してはならない。 

 

（６）厚生労働大臣の承認を受けて財産を処分することにより収入があった場合には、

その収入の全部又は一部を国庫に納付させることがある。 

 

（７）事業により取得し、又は効用の増加した財産については、事業完了後においても

善良な管理者の注意をもって管理するとともにその効率的な運営を図らなければ

ならない。 

 

（８）補助金と事業に係る証拠書類等の管理については、次によるものとする。 

ア 補助事業者が地方公共団体の場合 

補助金と事業に係る予算及び決算との関係を明らかにした第１号様式による調

書を作成するとともに、事業に係る歳入及び歳出について証拠書類を整理し、か

つ調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の中止又は廃止の承認を受け

た場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終了後５年間保管しておかな

ければならない。ただし、事業により取得し、又は効用の増加した価格が単価５
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０万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合は、前記の期間を経過後、

当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係る予算の執行の適正化に関

する法律施行令第１４条第１項第２号の規定により厚生労働大臣が別に定める期

間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかなければならない。 

イ 補助事業者が地方公共団体以外の場合 

事業に係る収入及び支出を明らかにした帳簿を備え、当該収入及び支出につい

て証拠書類を整理し、かつ、調書及び証拠書類を補助金の額の確定の日（事業の

中止又は廃止の承認を受けた場合には、その承認を受けた日）の属する年度の終

了後５年間保管しておかなければならない。ただし、事業により取得し、又は効

用の増加した価格が単価３０万円以上の機械、器具及びその他の財産がある場合

は、前記の期間を経過後、当該財産の財産処分が完了する日、又は補助金等に係

る予算の執行の適正化に関する法律施行令第１４条第１項第２号の規定により厚

生労働大臣が別に定める期間を経過する日のいずれか遅い日まで保管しておかな

ければならない。 

 

（９）補助事業完了後に、消費税及び地方消費税の申告により補助金に係る消費税及び

地方消費税に係る仕入控除税額が確定した場合（仕入控除税額が０円の場合を含

む。）は、第４号様式により速やかに、遅くとも補助事業完了日の属する年度の翌

々年度６月３０日までに厚生労働大臣に報告しなければならない。 

なお、補助事業者が全国的に事業を展開する組織の一支部（又は一支社、一支所

等）であって、自ら消費税及び地方消費税の申告を行わず、本部（又は本社、本所

等）で消費税及び地方消費税の申告を行っている場合は、本部の課税売上割合等の

申告内容に基づき報告を行うこと。 

また、補助金に係る仕入控除税額があることが確定した場合には、当該仕入控除

税額を国庫に返還しなければならない。 

 

（10）都道府県は、国から概算払により間接補助金に係る補助金の交付を受けた場合に

は、当該概算払を受けた補助金に相当する額を遅滞なく間接補助事業者に交付しな

ければならない。 

 

（11）都道府県は、間接補助金を間接補助事業者に交付する場合には（１）から（９）

に掲げる条件（この場合において(１)から(４)、(６)及び(９)中「厚生労働大臣」

とあるのは「都道府県知事」と、「国庫」とあるのは「都道府県」と、(５)中「厚

生労働大臣の承認」とあるのは「都道府県知事の承認」と、(９)中「第４号様式」

とあるのは「第５号様式」と読み替えるものとする。）を付さなければならない。 

 

（12）(11)により付した条件に基づき都道府県知事が承認又は指示をする場合には､あ

らかじめ厚生労働大臣の承認又は指示を受けなければならない。 

 

（13）間接補助事業者から財産の処分による収入及び補助金に係る消費税及び地方消費
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税に係る仕入控除税額の全部又は一部の納付があった場合には、その納付額の全部

又は一部を国庫に納付させることがある。 

 

（14）この補助金にかかる補助金の交付と対象経費を重複して他の補助金等の交付を受

けてはならない。 

 

（申請手続） 

７ この補助金の交付の申請は、次により行うものとする。 

（１）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第２６条第２項に基づき、補助

金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合 

ア 補助事業者は、第２号様式による申請書に関係書類を添えて、都道府県知事が

定める日までに都道府県知事に提出するものとする。 

イ 都道府県知事は、アの申請書を受理したときは、これを審査し、とりまとめの

うえ、別途定める期日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 

 

（２）（１）以外の場合 

補助事業者は、第２号様式による申請書に関係書類を添えて、別途定める期日ま

でに厚生労働大臣に提出するものとする。 

 

（変更申請手続） 

８ この補助金の交付決定後の事情の変更により申請の内容を変更して追加交付申請

等を行う場合には、７に定める申請手続に従い毎年度１月２０日までに行うものとす

る。 

 

（交付決定までの標準的期間） 

９ この補助金の交付の決定までの標準的期間は、次のとおりとする。 

（１）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第２６条第２項に基づき、補助

金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合において、都道府県知事は、７

の（１）のア若しくは８による申請書が到達した日から起算して原則として１月以内

に厚生労働大臣に提出するものとし、厚生労働大臣は、都道府県知事から申請書が到

達した日から起算して原則として２月以内に交付の決定（変更交付決定を含む。）を

行うものとする。 

 

（２）（１）以外の場合、厚生労働大臣は、７の（２）若しくは８による申請書が到達

した日から起算して原則として２月以内に交付の決定（変更交付決定を含む。）を行

うものとする。 

 

（補助金の概算払） 

10 厚生労働大臣は、必要があると認める場合においては、国の支払計画承認額の範囲

内において概算払をすることができる。 
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（実績報告） 

11 この補助金の事業実績報告は、次により行うものとする。 

（１）補助金等に係る予算の執行の適正化に関する法律第２６条第２項に基づき、補助

金等の交付に関する事務の一部を都道府県が行う場合 

ア 補助事業者は、第３号様式による報告書に関係書類を添えて、都道府県知事が定

める日までに都道府県知事に提出するものとする。 

イ 都道府県知事は、アの報告書を受理したときは、これを審査し、とりまとめのう

え、事業の完了の日から起算して１月を経過した日（６の(３)により事業の中止又

は廃止の承認を受けた場合には、当該承認通知を受理した日から１月を経過した

日）又は翌年度４月１０日のいずれか早い日までに厚生労働大臣に提出するものと

する。 

 

（２）（１）以外の場合 

補助事業者は、第３号様式による報告書に関係書類を添えて、事業の完了の日か

ら起算して１月を経過した日（６の（３）により事業の中止又は廃止の承認を受け

た場合には、当該承認通知を受理した日から１月を経過した日）又は翌年度４月１

０日のいずれか早い日までに厚生労働大臣に提出するものとする。 

 

（補助金の返還） 

12 厚生労働大臣は、交付すべき補助金の額を確定した場合において、既にその額を超

える補助金が交付されているときは、期限を定めて、その超える部分について国庫に

返還することを命ずる。 

 

（その他） 

13 特別の事情により４、７、８及び11に定める算定方法、手続によることができない

場合にはあらかじめ厚生労働大臣の承認を受けてその定めるところによるものとす

る。 
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新 旧 
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厚 生 省 発 医 第 １ １ ７ 号 
昭 和 ５ ４ 年 ７ 月 ２ ７ 日 
最 終 改 正 厚 生 労 働 省 発 医 政  〇  第 〇 号 
令 和 〇 年 〇 月 〇 日 

 

医療施設等設備整備費補助金交付要綱 

 

１～２ （略） 

 

（交付の対象） 

３ この補助金は、次の事業を交付の対象とする。ただし、東京都及び川崎市が設

置する設備の整備事業（(13)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)、(19)、(20)、(21)、

(22)、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）

第２０条第１項第１号から第３号及び離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第１

０条第１項第１号から第３号までに基づき実施する事業を除く。)については、交付

の対象としないものとする。 

 

３（1）～３（10） （略） 

 

３（11）臨床研修病院支援システム設備整備事業 

平成１６年３月３１日医政発第 0331018 号厚生労働省医政局長通知「臨床研修病

院支援システム設備整備事業の実施について」に基づき私立医科大学附属病院又は

臨床研修病院の開設者（都道府県、市町村等、独立行政法人国立病院機構、国立高

度専門医療研究センター及び国立健康危機管理研究機構を除く。）が開設する医療

施設が行う臨床研修病院支援システム設備整備事業 

 

（12）～（16） （略） 

 

（17）解剖・死亡時画像診断等設備整備事業 

平成２２年３月３１日医政発０３３１第１７号厚生労働省医政局長通知「死亡時

画像診断システム等整備事業の実施について」に基づき実施する次の事業とする。 

ア 都道府県が行う解剖・死亡時画像診断等設備整備事業 

イ 次に掲げる者が行う解剖・死亡時画像診断等設備整備事業に対し、都道府県

が補助する事業 

厚 生 省 発 医 第 １ １ ７ 号 
昭 和 ５ ４ 年 ７ 月 ２ ７ 日 
最 終 改 正 厚 生 労 働 省 発 医 政 0119 第 ８ 号 
令 和 ６ 年 ８ 月 ６ 日 

 
医療施設等設備整備費補助金交付要綱 

 

１～２ （略） 

 

（交付の対象） 

３ この補助金は、次の事業を交付の対象とする。ただし、東京都及び川崎市が設

置する設備の整備事業（(13)、(14)、(15)、(16)、(17)、(18)、(19)、(20)、過疎

地域の持続的発展の支援に関する特別措置法（令和３年法律第１９号）第２０条第

１項第１号から第３号及び離島振興法（昭和２８年法律第７２号）第１０条第１項

第１号から第３号までに基づき実施する事業を除く。)については、交付の対象とし

ないものとする。 

 

３（1）～３（10） （略） 

 

３（11）臨床研修病院支援システム設備整備事業 

平成１６年３月３１日医政発第 0331018 号厚生労働省医政局長通知「臨床研修病

院支援システム設備整備事業の実施について」に基づき私立医科大学附属病院又は

臨床研修病院の開設者（都道府県、市町村等、独立行政法人国立病院機構、国立高

度専門医療研究センターを除く。）が開設する医療施設が行う臨床研修病院支援シ

ステム設備整備事業 

 

（12）～（16） （略） 

 

（17）死亡時画像診断システム等設備整備事業 

平成２７年４月９日医政発０４０９第２３号厚生労働省医政局長通知「死亡時画

像診断システム等整備事業の実施について」に基づき実施する次の事業とする。 

ア 都道府県が行う死亡時画像診断システム等設備整備事業 

イ 次に掲げる者が行う死亡時画像診断システム等設備整備事業に対し、都道府

県が補助する事業 
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（ア）(イ) （略） 

 

 （18）～（21） （略） 

 

（22）重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業 

令和７年３月５日医政発 0305 第 13 号厚生労働省医政局長通知「重点医師偏在対

策支援区域における診療所の承継・開業支援事業の実施について」に基づき実施す

る次の事業とする。 

 ア  都道府県が行う重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援

事業 

 イ 診療所の開設者が行う重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開

業支援事業に対し、都道府県が補助する事業 

なお、ア又はイの診療所に市町村が主体的に追加支援等を行う場合は国の採択の際

に配慮する。 

 

（交付額の算定方法） 

４ この補助金の交付額は、次の（１）から（６）により算出された額とする。

ただし、施設ごとに算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、

これを切捨てるものとする。 

 

（１） ３ 交付の対象事業のうち次に掲げる事業 

 （１）～（16） （略） 

 （17）ア 都道府県が行う解剖・死亡時画像診断等設備整備事業 

 （18）～（21） （略） 

（22）ア  都道府県が行う重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開

業支援事業 

 ア、イ （略） 

 

（２）～（３） （略） 

 

（４）３ 交付の対象事業のうち次に掲げる事業 

 （１）～（16） （略） 

（17）イ 都道府県が補助する解剖・死亡時画像診断等設備整備事業 

（18）～（20） （略） 

 ア、イ （略） 

（ア）(イ) （略） 

 

（18）～（21） （略） 

 

（新規） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（交付額の算定方法） 

４ この補助金の交付額は、次の（１）から（５）により算出された額とする。

ただし、施設ごとに算出された額に１，０００円未満の端数が生じた場合には、

これを切捨てるものとする。 

 

（１）３ 交付の対象事業のうち次に掲げる事業 

 （１）～（16） （略） 

 （17）ア 都道府県が行う死亡時画像診断システム等設備整備事業 

 （18）～（21） （略） 

 （新規） 

 

 ア、イ （略） 

 

（２）～（３） （略） 

 

（４）３ 交付の対象事業のうち次に掲げる事業 

 （１）～（16） （略） 

 （17）イ 都道府県が補助する死亡時画像診断システム等設備整備事業 

 （18）～（20） （略） 

 ア、イ （略） 
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（５） （略） 

 

（６）３ 交付の対象事業のうち次に掲げる事業 

（22）イ 都道府県が補助する重点医師偏在対策支援区域における診療所の承

継・開業支援事業 

ア 次の表の第２欄に定める種目ごとに、第３欄に定める基準額と第４欄に定める

対象経費の実支出額とを施設ごとに比較して少ない方の額を選定する｡ 

イ アにより選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額と

を比較して少ない方の額に２分の１を乗じて得た額と都道府県が補助した額（アに

より選定された額と総事業費から寄附金その他の収入額を控除した額とを比較し

て少ない方の額の２分の２から２分の１の範囲とする）とを比較して少ない方の額

に３分の２を乗じて得た額を交付額とする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（５） （略） 

 

（新規） 
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１
区
分 

２
種
目 

３
基
準
額 

４
対
象
経
費 

５
補
助
率 

６
下
限
額 

（略） 

へ
き
地
巡
回
診
療
車
（
船
） 

（略） （略） （略） 

（略） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

歯
科
巡
回
診
療
車 

１台当たり 

20,000 千円 

歯科巡回診療用自動車及び

診療車に積載する歯科医療

機械器具購入費 

(例) 歯科用ユニット、デジ

タル X 線装置、オートク

レーブ、歯科用コンプレ

ッサー、その他診療に必

要な機械器具 

（略） 

（略） 

遠
隔
医
療
設
備 

（略） 

1 か所当た
り、次に揚げ
る額の合計額
とする。 
１～２（略） 
 
３ 遠隔手術
指導 

5,580 千円 
 

４ オンライ
ン診療装置 

2,660 千円 

（略） （略） （略） 

（略） 

１
区
分 

２
種
目 

３
基
準
額 

４
対
象
経
費 

５
補
助
率 

６
下
限
額 

（略） 

へ
き
地
巡
回
診
療
車
（
船
） 

（略） （略） （略） 

（略） 

（略） 

（略） （略） （略） （略） 

（略） （略） （略） （略） 

歯
科
巡
回
診
療
車 

１台当たり 

3,738 千円 

次に掲げる機械器具を装備し

た歯科巡回診療用自動車購入

費 

卓上型ユニット、歯科治療

台、歯科用コンプレッサ

ー、キャビネット、煮沸消

毒器、その他診療に必要な

機器 

（略） 

（略） 

遠
隔
医
療
設
備 

（略） 

1 か所当た
り、次に揚げ
る額の合計額
とする。 
１～２（略） 
 
（新規） 
 
 
 
３ オンライ
ン診療装置 

8,250 千円 

（略） （略） （略） 

（略） 
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診
断
等
設
備 

解
剖
・
死
亡
時
画
像 

医療機器

等整備費 

１か所当たり 
 
１ （略） 

 
２ 解剖室等
設備の場合 
53,700千円 

死因究明のための解剖や死亡

時画像診断、薬毒物検査の実

施に必要な設備及び医療機器

購入費（解剖台、薬物検査機

器、CT、MRI 等) 

 

（略） （略） 

（略） 

（
協
定
締
結
医
療
機
関
設
備
） 

新
興
感
染
症
対
応
力
強
化
事
業 

病床確保

に係る 

協定締結

医療機関 

(1)（略） 
 
(2)検査機器
（PCR 検査装
置、等温遺
伝子増幅装
置）の場合 
1 台当たり 
9,350 千円 

 
(3)（略） 

病床確保に係る協定締結医療

機関として必要な簡易陰圧装

置、検査機器（PCR 検査装

置、等温遺伝子増幅装置）、

簡易ベッドの購入費 

（略） （略） 

発熱外来

に係る 

協定締結

医療機関 

(1)検査機器 
（PCR 検査装
置、等温遺
伝子増幅装
置）の場合 

1 台当たり 
9,350 千円 

 
(2)(3)（略） 

発熱外来に係る協定締結医療

機関として必要な検査機器

（PCR 検査装置、等温遺伝子

増幅装置）、簡易ベッド、

HEPA フィルター付き空気清浄

機（陰圧対応可能なものに限

る。）の購入費 

（略） （略） 

シ
ス
テ
ム
等
設
備 

死
亡
時
画
像
診
断 

医療機器

整備費 

１か所当たり 
 
１ （略） 

 
２ 解剖室設
備の場合 

 53,700千円 

死因究明のための解剖の実施

に必要な設備および死亡時画

像診断又は死体解剖の実施に

必要な医療機器購入費（解剖

台、薬物検査機器、CT、MRI

等) 

（略） （略） 

（略） 

（
協
定
締
結
医
療
機
関
設
備
） 

新
興
感
染
症
対
応
力
強
化
事
業  

病床確保

に係る 

協定締結

医療機関 

(1)（略） 
 
(2)検査機器
（PCR 検査装
置）の場合 
1 台当たり 
9,350 千円 

 
(3)（略） 

病床確保に係る協定締結医療

機関として必要な簡易陰圧装

置、検査機器（PCR 検査装

置）、簡易ベッドの購入費 

（ただし、新規購入及び増設

する場合に限る。） 

（略） （略） 

発熱外来

に係る 

協定締結

医療機関 

(1)検査機器 
（PCR 検査装
置）の場合 

1 台当たり 
9,350 千円 

 
(2)(3)（略） 

発熱外来に係る協定締結医療

機関として必要な検査機器

（PCR 検査装置）、簡易ベッ

ド、HEPA フィルター付き空気

清浄機（陰圧対応可能なもの

に限る。）の購入費 

（ただし、新規購入及び増設

する場合に限る。） 

（略） （略） 
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お
け
る
診
療
所
の
承
継
・
開
業
支
援
事
業 

重
点
医
師
偏
在
対
策
支
援
区
域
に 

医療機器

等整備費 

１か所当たり 
16,500 千円 

診療所として必要な医療機器

等購入費 
３分の１ － 

５～10（略） 

 

第１号様式～第８号様式（略） 

（
新
規
） 

（新規） （新規） （新規） （新規） （新規） 

５～10（略） 

 

第１号様式～第８号様式（略） 
 



重点医師偏在対策支援区域における診療所の承継・開業支援事業に係る照会（1/21 日本医師会）

照会内容 回答

1

・補助金を活用して整備した医療施設について、10年以上経過した施設を廃止した場合
には国庫納付が生じないと認識しているが、承継・開業支援事業により整備した建物に
ついても同様の取り扱いとなるのか。

 国庫補助により取得した財産について、「補助事業等により取得し、又は効用
の増加した財産の処分制限期間（平成20年7月11日：厚生労働省告示第384号）」
で定める処分制限期間を経過していない建物等（例：鉄筋コンクリートの建物の
処分制限期間は39年）を処分する場合には、あらかじめ、厚生労働省の承認を受
けることとされている。
 なお、厚生労働省における財産処分の承認基準（「厚生労働省所管一般会計補
助金等に係る財産処分について」令和6年3月29日一部改正：厚生労働省医政局長
通知）では、処分制限期間の経過前であっても、経過年数が10年以上である施設
については、
・転用や無償譲渡等の後に、看護師養成所や保健所などの厚生労働省が所掌する
施設に使用する場合や、
・国、地方公共団体へ無償譲渡等を行う場合
などの一定の要件を満たす場合には、国庫納付に関する条件を付さずに承認でき
ることとなっている。
 ただし、財産処分は、個別の事例ごとに判断することとなるため、不明な点が
ある場合には、事前にご相談いただきたい。

2

・地域への定着支援事業は、承継した時点まで遡って補助の対象となるのか。
・また、補助対象となる場合は、いつまで遡ることができるのか。

 地域への定着支援事業について、令和６年度補正予算が成立した「令和６年12
月17日」以降に承継・開業した診療所については、地域への定着支援事業の補助
対象となる。
 ただし、地域への定着支援事業は、国において予算を繰り越し、「令和７年度
予算」として執行するため、令和７年４月１日以降に発生した経費が補助対象と
なる。



照会内容 回答

3

・施設整備事業、設備整備事業は、内示前に承継して改修や医療機器の購入を実施して
いた場合は、補助対象となるか。

 施設整備事業、設備整備事業は、内示前に着手した場合には補助対象外とな
る。

4

・診療所の承継に当たっては、建物を新築するのではなく、建物の「買い取り」や「賃
貸」も想定されるが、補助の対象となるのか。

【買い取り】
 施設整備事業において、建物の買い取りを補助対象とできるように整理する。
 ※医療施設等施設整備費補助金交付要綱（へき地診療所施設整備事業）では、
「新築、増築、改築に要する工事又は工事請負費及び買収に要する経費」を補助
対象としているため、同様の取り扱いとする。

【賃貸】
 建物の賃貸料は、地域への定着支援事業において、対象経費「借料及び損料」
として整理し、補助が可能である。


